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　ごあいさつ

　県議会とは　

　本日は茨城県議会へようこそお越しくださいました。議員を代表いたしまして、
心からお礼申し上げます。
　ここ県議会では、県民のみなさんから選挙で選ばれた議員が、茨城県の発展と、
県民の豊かな暮らしに向けて、どのようなことをしていけばよいのかを、話し合っ
て決めています。
　このように、県議会で、茨城県が今後どのように運営されていくべきかを決めて
いくのに当たって、欠かすことのできないのが、県民のみなさん一人一人の声です。
わたしたち県議会議員は、みなさんの意見を県の行政に反映させることができるよ
う、これからも本会議や委員会などの議会活動に精一杯取り組んでまいります。
　この小冊子は、県議会のさまざまな活動を、分かりやすくまとめて県民のみなさ
んにご紹介するために作成いたしました。どうぞご覧いただき、また本会議の進行
の様子についても傍聴され、県議会について、みなさんのご意見をお寄せください
ますよう、お願いいたします。

議長と副議長議長と副議長
　議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。議長は議会を運営し、議会を
代表します。副議長は、議長が病気その他事故があるとき、また議長が欠けたとき、
議長の代わりを務めます。

　県議会は、県民から選挙で選ばれた県議会議員が県
民全体を幸福にするための方法について話し合い、県
政に反映させる場です。県の予算や条例の制定など、
県の重要な事柄について審議・決定することから、「議
事機関」といわれています。
　一方、知事部局や教育委員会・公安委員会は、県議
会で決められたことに基づき実際に事業を実施してい
くことから、「執行機関」といわれています。

　県議会と執行機関は、それぞれ独立した
対等な立場にあり、互いに協力して県政を
運営していることから、車の両輪に例えら
れています。

議長
西野　一

副議長
戸井田　和之

要望・意見 意見書

議　決

監　視

執行機関
知事
知事部局
教育委員会
公安委員会
　　　　　　など

議事機関
県議会
議長・副議長
本会議
委員会

県民
の声

県民の声

議員選挙、請願・陳情
知事選挙

国

民
県

事
業
の
実
施
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　県議会のしくみ　

　県議会のしごと
議　決

議会に与えられた最も重要な権限で、県条例の制
定・改正・廃止、予算の決定、決算の認定、一定
基準以上の財産の取得・処分、主要な契約の締結
など、県政の重要な事項について議決します。

検査と調査
議会で決めたとおりに県が仕事をしているか検査
し、調査します。必要に応じて関係者を呼んで意
見や説明を求めることができます。

選挙と同意
議長・副議長・選挙管理委員などを選挙します。
また、副知事・監査委員・教育委員・公安委員な
どの重要な職務に就く人を任命するときは、議会
の同意が必要となります。

意見書提出
県民の利益に関することについて、議会の意思を
意見書としてまとめ、国会や関係行政機関に提出
します。

請願の審査と陳情の受理
県の仕事などについて要望や意見がある方は、どなたでも請願・陳情書を提出することができます。議
会では、提出された請願・陳情書を調査し、県政に反映できるよう努めています。詳しくは５ページを
ご覧ください。

定例会と臨時会
　県議会には定例会と臨時会があり、いずれも知事が招集します。定例会は年４回開催され、県民の
生活に深い関わりのある県政の方針や予算・条例などを審議しています。臨時会は必要があるときに
開かれます。
本会議
　本会議は議員全員で行います。所属会派（４人以上の議員を有する会派）を代表して行われる代表
質問や議員個人の立場で行われる一般質問のほか、提出された議案などに対する議会の最終的な意思
決定を行います。質問方式は、以下から議員が選択します。

委員会
　議会に提出される議案は専門的なものが多く、簡単に意思決定ができないことから、「委員会」を
設置し、より詳しく審査しています。詳しくは８・９ページをご覧ください。

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

第１回定例会第１回定例会 第２回定例会第２回定例会 第３回定例会第３回定例会 第４回定例会第４回定例会

一括質問・一括答弁方式 質問者が一括して質問し、その後答弁者が一括して答弁します。

分割質問方式 質問者が項目ごとに質問し、その都度答弁者が答弁します。

本 会 議

常任委員会 総務企画 / 防災環境産業 / 保健福祉医療 /
営業戦略農林水産 / 土木企業立地推進 / 文教警察

特別委員会 予算 / 決算 / 未来を拓く新たな茨城づくり調査

議会運営委員会

情報委員会　 ※地方自治法に基づく「協議または調整のための場」として設置
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　審議の流れ　

 

本会議

委員会

本会議

質問：県政一般について、執行機関
の現在の取り組み状況や今後
の対応についてただすもの

質疑：提出議案について、疑問や不
明確な点をただすもの

開　会

提出者説明

質問・質疑

委員会付託

提出者説明

質　疑

討　議

採　決

委員長報告

質　疑

討　論

採決・閉会

議長が宣告します。

委員会の審査結果を報告します。

議案提出者が内容を説明します。

委員長報告に対して質疑を行います。

議員が県の仕事や議案についてただ
し、知事などが答弁します。

議案について賛否を明らかにし、そ
の理由を述べます。

議案などをさらに詳しく調べるた
め、委員会に付託します。

付託された議案や請願などについ
て、いろいろな角度からよく調べ、
委員会としての態度を決めます。
※ 付託された議案のほかに、委員会

が議案を提出することもあります。

修正があれば案を提出

審議の順序
　議員または知事から提出された議案は本会議にかけられます。委員会でより詳しく審査した後、本
会議で再度審議されて採決されます。付託された議案のほか、委員会での審査の結果、議案を提出す
ることもあります。

採決の方法
　議案および請願の採決は、本県議会では挙手採決の方法がとられますが、その他の方法による場合
もあります。会期中に審議不十分で採決できないときは、次の定例会までの間、所管の委員会で継続
審査されます。

可決後の議案
　県議会で議決した結果は知事に送付され、執行機関は県議会での決定に基づいて実
際の仕事を進めていきます。また、県議会では、県だけでは解決できない問題について、
国をはじめとする行政機関に意見書を提出して協力を求めたり、県議会としての意思
を明確にするために決議を行ったりしています。



5

　請願・陳情　
　県の仕事などについて要望や意見があるときは、文書にして議会に提出することができます。
これを請願・陳情といいます。請願・陳情は、県民のみなさんの声を県政に反映させるための
大切な制度です。
　請願は、委員会審査後に本会議で採否を決定します。採択となったもので執行機関において
処理することが適当なものについては、知事等に送付し、処理の経過および結果の報告を求め
ます。本会議での採否の結果については、請願者（代表者）に通知します。なお、請願には議
員１人以上の紹介が必要です。
　陳情は、所管の委員会に参考送付され、議案などの審査の際の参考に供されますが、本会議
において採否は決定されません。

請願・陳情書の提出
【作成方法】
様式は特に定めはありませんが、右の様式
例を参考に邦文で作成してください。
・請願書の表紙に紹介議員の署名または記名
・請願（陳情）の件名と趣旨
・提出年月日
・請願・陳情者（代表者）の住所・署名また

は記名

【提出方法】
議会事務局への持参のほか、郵送またはメー
ルでも受け付けております。

○○○に関する請願
（陳情）

紹介議員の署名または記名

（※請願のみ）

○○○に関する請願(陳情)
趣旨・理由等
○○○は、○○○である
よって、下記事項を請願
（陳情）する。

記
1.○○○すること
2.○○○すること

令和 年 月 日
請願・陳情者（代表）
住所
氏名（署名または記名）

（外○名）

茨城県議会議長 殿

簡
潔
・
明
瞭
に

表紙	 内容

請願書
提出 付託 結果報告

執行機関

審査結果通知

参考
送付

請願

陳情

採
択
分
送
付

処
理
経
過
・
結
果
報
告

議
会
事
務
局

受 理

議 

長

審 査 採 決

委
員
会

委
員
会

本
会
議請願者 請願者

陳情者

議
会
事
務
局

受 理

議 

長

陳情書
提出
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　議員紹介（令和７年 11 月 28 日現在）　

高萩市・北茨城市選挙区

日立市選挙区

常陸大宮市選挙区

常陸太田市・大子町選挙区

那珂市
選挙区 東海村選挙区

ひたちなか市
選挙区

水戸市・
城里町選挙区

笠間市選挙区
桜川市選挙区

筑西市選挙区結城市
選挙区

下妻市
選挙区

つくば市
選挙区

土浦市
選挙区 かすみがうら市

選挙区

石岡市選挙区
小美玉市
選挙区

鉾田市・茨城町・
大洗町選挙区

潮来市・行方市
選挙区

鹿嶋市
選挙区

神栖市
選挙区

稲敷市・河内町選挙区

龍ヶ崎市・
利根町選挙区

牛久市
選挙区

常総市・
八千代町
選挙区

坂東市・五霞町・
境町選挙区

古河市選挙区

守谷市選挙区

取手市選挙区

つくばみらい市
選挙区

美浦村・阿見町
選挙区

舘
たち

　　静
しず

馬
ま

いばらき自民党
高
たか

崎
さき

　　進
すすむ

公明党

木
き

本
もと

信
しん

太
た

郎
ろう

いばらき自民党
玉
たま

造
つくり

　順
じゅん

一
いち

茨城無所属・政策の会

江
え

尻
じり

　加
か

那
な

日本共産党
川
かわ

津
づ

　　隆
たかし

いばらき自民党

村
むら

本
もと

　修
しゅう

司
じ

公明党
髙
たか

安
やす

　博
ひろ

明
あき

国民民主党

齋
さい

藤
とう

　英
ひで

彰
あき

国民民主党
瀬
せ

谷
や

　幸
ゆき

伸
のぶ

いばらき自民党
八
や

島
しま

　功
いさ

男
お

公明党
髙
たか

橋
はし

　直
なお

子
こ

いばらき自民党
伊
い

沢
ざわ

　勝
かつ

徳
のり

いばらき自民党
髙
たか

橋
はし

　勝
かつ

則
のり

いばらき自民党
森
もり

田
た

　卓
たく

歩
ほ

いばらき自民党

秋
あき

山
やま

　政
まさ

明
あき

無所属
戸
と

井
い

田
た

和
かず

之
ゆき

いばらき自民党
櫻
さくらい

井　信
のぶ

幸
ゆき

茨城無所属・政策の会
秋
あき

元
もと

　勇
はや

人
と

いばらき自民党
中
なか

山
やま

　一
かず

生
お

茨城無所属・政策の会
坂
さか

本
もと

　隆
りゅうじ

司
いばらき自民党

　水戸市・城里町

　水戸市・城里町

　水戸市・城里町

　日立市

　日立市

結城市古河市 　龍ケ崎市・利根町

　土浦市 　古河市

　石岡市

議員の数は法律によっ
て条例で定めることと
されており、本県の場
合は 62 人と定められ
ています。
選挙区（32 区）ごとの
定数は図のとおりです。

の数は選挙区ごとの議員
定数を表しています。
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常
とこ

井
い

　洋
よう

治
じ

いばらき自民党
村
むら

上
かみ

　典
のり

男
お

いばらき自民党
川
かわ

口
ぐち

　政
まさ

弥
や

いばらき自民党
岩
いわ

澤
さわ

　　信
しん

いばらき自民党
長
おさ

田
だ

　麻
ま

美
み

日本維新の会
諸
もろ

橋
はし

太
た い ち ろ う

一郎
いばらき自民党

山
やま

本
もと

　美
み

和
わ

公明党

鈴
すず

木
き

　　将
まさし

いばらき自民党
ヘイズジョン
茨城無所属・政策の会

うの　のぶこ
市民ネットワーク

塚
つか

本
もと

　一
かず

也
や

いばらき自民党
磯
いそ

崎
ざき

　達
たつ

也
や

いばらき自民党
二
ふた

川
かわ

　英
ひで

俊
とし

国民民主党
海
うみ

野
の

　　透
とおる

いばらき自民党

小
こ ま つ ざ き

松㟢敏
とし

紀
のり

いばらき自民党
柗
まつ

田
た

　千
ち

春
はる

いばらき自民党
小
お

川
がわ

　一
いっ

成
せい

いばらき自民党
黒
くろ

部
べ

　博
ひろ

英
ひで

いばらき自民党
小
こいずみ

泉　周
しゅうじ

司
いばらき自民党

水
みず

柿
がき

　一
かず

俊
とし

いばらき自民党
稲
いな

川
がわ

　新
しん

二
じ

無所属

半
はん

村
むら

　　登
のぼる

いばらき自民党
石
いし

塚
つか

　隼
はや

人
と

いばらき自民党
細
ほそ

谷
や

　典
のり

幸
ゆき

いばらき自民党
金
かね

子
こ

　敏
とし

明
あき

無所属
白
はく

田
た

　信
のぶ

夫
お

いばらき自民党
秋
あき

　　嘉
よし

一
かず

無所属
村
むら

田
た

　康
やす

成
なり

いばらき自民党

飯
いい

塚
つか

　秋
あき

男
お

いばらき自民党
飯
いい

田
だ

　智
とし

男
お

いばらき自民党
金
かね

子
こ

　晃
てる

久
ひさ

いばらき自民党
石
いし

井
い

　邦
くに

一
かず

いばらき自民党
西
にし

野
の

　　一
はじめ

いばらき自民党
豊
とよ

田
だ

　　茂
しげる

いばらき自民党
大
おお

足
あし

　光
こう

司
じ

国民民主党

　ひたちなか市　つくば市

下妻市 　常総市・八千代町

田
た

山
やま

　東
とう

湖
こ

いばらき自民党
長
は せ が わ

谷川重
しげ

幸
ゆき

いばらき自民党
横
よこ

田
た

　　透
とおる

いばらき自民党

   つくばみらい市　鉾田市・茨城町・大洗町

　常陸太田市・大子町 　高萩市・北茨城市

　笠間市 　取手市 　牛久市

　筑西市

　神栖市坂東市・五霞町・境町

 つくば市

鹿嶋市 潮来市・行方市

  稲敷市・河内町

木
き

村
むら

　喜
よし

一
かず

いばらき自民党

  小美玉市

下
しも

路
じ

健
け ん じ ろ う

次郎
いばらき自民党

東海村

葉
は

梨
なし

　　衛
まもる

いばらき自民党

   美浦村・阿見町

  かすみがうら市 桜川市

守谷市  常陸大宮市 那珂市
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　委員会の構成（令和７年 11 月 28 日現在）

委員会 所管事項・所属委員（◎：委員長、○：副委員長）

常
　
任
　
委
　
員
　
会

総務企画 行政組織・財政などの調整、税務行政、市町村の振興、交通体系の整備、県内各地域
の振興対策などのほか、他の常任委員会の所管に属さない事項

◎飯田　智男　　○石塚　隼人　　　田山　東湖　　　川津　　隆　　　　
　川口　政弥　　　木村　喜一　　　横田　　透　　　八島　功男　　　
　二川　英俊　　　中山　一生　　　稲川　新二

防災環境産業 防災消防対策・原子力安全対策・消費者行政・環境保全などの生活と環境に関わる行
政の推進や、商工業の振興・中小企業の育成・雇用の確保・労働者福祉の充実などの
産業と労働に関する事柄

◎水柿　一俊　　○坂本　隆司　　　白田　信夫　　　下路健次郎　　
　柗田　千春　　　瀬谷　幸伸　　　岩澤　　信　　　山本　美和
　大足　光司　　　江尻　加那

保健福祉医療 社会福祉の向上や児童・高齢者・心身障害児者などの福祉行政の推進、また、医療の充実・
健康の増進などの保健対策

◎長谷川重幸　　○小松﨑敏紀　　　葉梨　　衛　　　常井　洋治　　　
　戸井田和之　　　塚本　一也　　　木本信太郎　　　村本　修司
　髙安　博明　　　うののぶこ　　　秋山　政明

営業戦略
農林水産

企業等の海外展開支援、観光振興、県産品の販路拡大などの営業活動に関することや、
農業・林業・畜産業・水産業の生産性の向上、土地改良事業の推進、農業用水の整備
などの農林水産業振興のための事柄

◎金子　晃久　　○秋元　勇人　　　海野　　透　　　細谷　典幸
　伊沢　勝徳　　　石井　邦一　　　黒部　博英　　　高崎　　進　　　　
　ヘイズジョン　　長田　麻美

土木企業
立地推進

道路の整備、河川・海岸の保全、砂防施設・港湾の整備、都市計画・公園整備・住宅
建設など都市基盤の充実、産業立地・土地販売・本社機能の県内移転の推進、上水道
および工業用水道事業

◎髙橋　勝則　　○豊田　　茂　　　飯塚　秋男　　　舘　　静馬　　　　
　村上　典男　　　鈴木　　将　　　小泉　周司　　　玉造　順一
　櫻井　信幸　　　秋　　嘉一

文教警察 学校教育の充実・生涯学習の推進・スポーツ活動や文化活動の推進など教育文化行政
に関わる事柄や、生活の安全を確保するための交通安全対策や治安の確保に関するこ
と

◎磯崎　達也　　○村田　康成　　　半村　　登　　　小川　一成
　西野　　一　　　髙橋　直子　　　森田　卓歩　　　諸橋太一郎
　齋藤　英彰　　　金子　敏明

定数 11 人
現員 11 人

定数 10 人
現員 10 人

定数 11 人
現員 11 人

定数 10 人
現員 10 人

定数 10 人
現員 10 人

定数 10 人
現員 10 人
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委員会 所管事項・所属委員（◎：委員長、○：副委員長）

特
　
別
　
委
　
員
　
会

予　算 県予算の総合調整
※議員改選後の最初の定例会で設置され、議員の任期中存続します。

◎小川　一成　　○黒部　博英　　　田山　東湖　　　常井　洋治　　　
　飯田　智男　　　水柿　一俊　　　髙橋　勝則　　　磯崎　達也
　長谷川重幸　　　金子　晃久　　　村田　康成　　　髙橋　直子
　柗田　千春　　　木村　喜一　　　高崎　　進　　　八島　功男
　二川　英俊　　　大足　光司　　　玉造　順一　　　櫻井　信幸
　江尻　加那　　　金子　敏明

決　算 県決算の認定
※第２回定例会 ( ６月 ) で設置され、第４回定例会 (12 月 ) において報告されます。

◎舘　　静馬　　○黒部　博英　　　細谷　典幸　　　下路健次郎
　磯崎　達也　　　坂本　隆司　　　石塚　隼人　　　小泉　周司
　秋元　勇人　　　山本　美和　　　髙安　博明　　　ヘイズジョン
　江尻　加那　　　長田　麻美　　　秋山　政明

未来を拓く
新たな茨城
づくり調査

新たな茨城づくりに向けた諸方策の在り方についての調査・検討
※調査特別委員会は、県政運営上特に重要であると判断された場合あるいは緊急の問題が
　ある場合に、必要に応じて設置されます。

◎半村　　登　　○飯田　智男　　　海野　　透　　　伊沢　勝徳
　村上　典男　　　川口　政弥　　　豊田　　茂　　　小松﨑敏紀
　瀬谷　幸伸　　　村本　修司　　　齋藤　英彰　　　玉造　順一
　中山　一生　　　長田　麻美　　　秋　　嘉一　

議会運営 議会運営に関する事項

◎川口　政弥　　○村田　康成　　　飯塚　秋男　　　伊沢　勝徳
　村上　典男　　　飯田　智男　　　長谷川重幸　　　高崎　　進
　齋藤　英彰　　　中山　一生

情　報　※ 議会の情報公開、議会の保有する個人情報の保護および広報活動に関する事項

◎黒部　博英　　○豊田　　茂　　　髙橋　勝則　　　金子　晃久
　髙橋　直子　　　横田　　透　　　八島　功男　　　大足　光司　　　
　ヘイズジョン　　　うののぶこ

※地方自治法に基づく「協議または調整のための場」として設置

定数 22 人以内
現員 22 人

定数 15 人
現員 15 人

定数 15 人
現員 15 人

定数 10 人
現員 10 人

定数 10 人以内
現員 10 人

予算特別委員会 調査特別委員会（現地調査） 情報委員会（オンライン）
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　議席表（令和 7 年 11 月 28 日現在）

　傍聴

いばらき自民党（43 名）

茨城無所属・政策の会（４名）

日本維新の会（１名）

公明党（４名）

日本共産党（１名）

無所属（４名）

国民民主党（４名）

市民ネットワーク（１名）

計　62 名

長
田

　
　
麻
美

う
の

　
の
ぶ
こ

大
足

　
　
光
司 質

問
者
席

質
問

補
助
者
席

稲
川

　
　
新
二

秋
山

　
　
政
明

ヘ
イ
ズ

　
ジ
ョ
ン

櫻
井

　
　
信
幸

諸
橋　

太
一
郎

岩
澤　

　
　
信

玉
造

　
　
順
一

髙
安

　
　
博
明

山
本

　
　
美
和

江
尻

　
　
加
那

木
本

　
信
太
郎

木
村

　
　
喜
一

秋
元

　
　
勇
人

瀬
谷

　
　
幸
伸

金
子

　
　
敏
明

秋　
　
嘉
一

中
山

　
　
一
生

森
田　

　
卓
歩

横
田　

　
　
透

柗
田　

　
千
春

小
川

　
　
一
成

細
谷

　
　
典
幸

飯
塚

　
　
秋
男

白
田

　
　
信
夫

葉
梨

　
　
　
衛

海
野

　
　
　
透

村
上

　
　
典
男

西
野

　
　
　
一

舘　
　
静
馬

石
井

　
　
邦
一

伊
沢

　
　
勝
徳

川
津

　
　
　
隆

常
井

　
　
洋
治

田
山

　
　
東
湖

半
村

　
　
　
登

黒
部　

　
博
英

飯
田　

　
智
男

川
口　

　
政
弥

鈴
木　

　
　
将

下
路　

健
次
郎

戸
井
田

　
　
和
之

二
川

　
　
英
俊

齋
藤

　
　
英
彰

村
本

　
　
修
司

八
島

　
　
功
男

高
崎

　
　
　
進

村
田

　
　
康
成

坂
本

　
　
隆
司

石
塚

　
　
隼
人

金
子

　
　
晃
久

長
谷
川

　
　
重
幸

水
柿

　
　
一
俊

髙
橋

　
　
勝
則

磯
崎

　
　
達
也

小
泉　

　
周
司

塚
本　

　
一
也

小
松
﨑

　
　
敏
紀

髙
橋　

　
直
子

豊
田　

　
　
茂

　県議会の本会議および委員会は、受付で簡単な手続きをしていただくだけで、どなたでも傍
聴いただけます。ホームページなどで日程をご確認の上、お越しください。
　手話通訳を希望される方および傍聴の詳細については議事課に、乳幼児の託児を希望される
方は総務課にそれぞれお問い合わせください。

定　員 受付場所
本会議 300名 傍聴受付（５階）
常任委員会・決算特別委員会・調査特別委員会 各 13名 議会事務局（２階）
議会運営委員会 6名 議会事務局（２階）
予算特別委員会 40名 議会ホール（２階）

児童や乳幼児をお連れでの傍聴について
親子席について（本会議のみ）
傍聴席内に親子席を用意しております。授乳室やおむつ替え
スペースをご希望の方には部屋を用意いたします。

託児サービスについて
県庁内保育所や議事堂近隣の民間保育所での託児サービスも
行っております（事前申し込みなどが必要です）。
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　議員提案政策条例

茨城県犬猫殺処分ゼロを目指す条例 平成28年12月28日公布、同日施行

茨城県健康長寿日本一を目指す条例 令和６年６月25日公布、同日施行

【目的】犬の殺処分頭数が８年連続（平成 17 年～ 24 年度）で全国ワースト１を記録した状況などへ
の危機感から、県民が犬猫と共に暮らせる社会の実現に寄与すること

【成果】
　・犬猫殺処分ゼロに関する啓発活動
　・地域猫への不妊去勢手術費用の補助
　・適正飼養に係る巡回指導・譲渡支援
　・県動物指導センターへの収容頭数の削減・収容された犬猫の譲渡促進
　・譲渡適性があると判断される犬猫の殺処分頭数：令和元年度以降ゼロを維持
　　※　譲渡適性が低いとして行われる犬猫の殺処分頭数も大幅に減少　　など

各条例の全文および概要・制定後の成果につきましては、
ホームページをご覧ください。

　県議会では、これまでに都道府県議会の中でもトップクラスの 29 件の議員提案政策条例を
制定しており、制定後にはさまざまな成果があがっております。

【目的】健康寿命と平均寿命との間に差（男性：8.18 年、女性：11.14 年）が
あることから、健康寿命を延伸し、県民一人一人が生涯にわたって生き
生きと暮らし、活躍できる地域社会の実現に寄与すること

【成果】
　・県作成の「健康長寿チェック表」の配布
　・生活習慣病の予防
　・運動習慣の定着
　・認知症の支援　　　　など

「健康長寿チェック表」は
こちらからダウンロードできます

・茨城県歯と口腔の健康づくり 8020・6424 推進条例の一部を改正
する条例（令和７年）

・茨城県性暴力の根絶を目指す条例の一部を改正する条例（令和６年）
・茨城県がん検診を推進し、がんと向き合うための県民参療条例の一部

を改正する条例（令和６年）
・茨城県健康長寿日本一を目指す条例（令和６年）
・茨城県食と農を守るための条例（令和６年）
・いばらきの豊かな緑を守り育て適正に管理するための条例（令和４年）
・茨城県性暴力の根絶を目指す条例（令和４年）
・茨城県小規模企業振興条例（令和４年）
・茨城県犯罪被害者等支援条例（令和４年）
・茨城県ケアラー・ヤングケアラーを支援し、共に生きやすい社会を

実現するための条例（令和３年）
・茨城県災害ボランティア活動を支援し、促進するための条例（令和２年）
・茨城県主要農作物等種子条例（令和元年）
・茨城県いじめの根絶を目指す条例（令和元年）
・茨城県子どもを虐待から守る条例（平成 30 年）
・茨城県手話言語の普及の促進に関する条例（平成 30 年）

・茨城県イノシシ等野生鳥獣による被害の防止対策に関する条例
  （平成 30 年）
・茨城県家庭教育を支援するための条例（平成 28 年）
・茨城県犬猫殺処分ゼロを目指す条例（平成 28 年）
・茨城県がん検診を推進し、がんと向き合うための県民参療条例
  （平成 27 年）
・茨城県薬物の濫用の防止に関する条例（平成 27 年）
・いばらき観光おもてなし推進条例（平成 26 年）
・茨城県被保護者等に対する住居・生活サービス等提供事業の規制に

関する条例（平成 26 年）
・障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づくり

条例（平成 26 年）
・茨城県県産木材利用促進条例（平成 26 年）
・茨城県 AED 等の普及促進に関する条例（平成 25 年）
・茨城県水源地域保全条例（平成 24 年）
・茨城県歯と口腔の健康づくり 8020・6424 推進条例（平成 22 年）
・いばらきの快適な社会づくり基本条例（平成 19 年）
・茨城県屋外広告物条例の一部を改正する条例（平成 17 年）

　主な条例

　これまでに制定された条例
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　予算・条例の修正

　執行機関への提言

　議会には議決権があり、知事から提出された予算・条例について修正を提案し、議決するこ
とができます。予算や条例がより良いものになるよう、議案を丁寧に審査し実効性が高まるよ
う修正内容の検討を行っています。

　委員会では県の取り組みについて審査・調査を実施しており、特に重要な県政の課題などに
関する提言を執行機関に対して行っています。

予算の増額修正
（平成 29 年第１回定例会）

道路の陥没やひび割れ対策および河道内
に堆積した土砂の撤去などの費用

【土木費】
　（修正前）1,102 億 1,654 万円
　（修正後）1,104 億 1,654 万円

犬猫殺処分ゼロを目指すプロジェクト事業 【保健福祉費】
　（修正前）2,042 億 5,446 万円
　（修正後）2,042 億 8,446 万円

予算の減額修正
（令和２年第１回定例会）

ジンベエザメに関するアクアワールド茨
城県大洗水族館新館整備事業

【生活環境費】
　（修正前）	 3 億 4,700 万円
　（修正後）	 4,500 万円

条例の修正
（平成 31 年第１回定例会）

茨城県男女共同参画推進条例の一部を改
正する条例

（修正点）
性的少数者への理解を増進し、当
事者への偏見や差別意識を解消す
るため一部を改正

常任委員会

調査特別委員会

件　名 年月日 委員会

ナガエツルノゲイトウ対策の充実・強化に関する提言 令和６年 12 月 16 日 防災環境産業委員会

教職員による懲戒処分事案の発生防止対策について 令和６年３月 14 日 文教警察委員会

農業関係高校における生産物の外部販売の即時再開について 令和４年６月 15 日 文教警察委員会

霞ヶ浦水質保全対策等の充実・強化に関する提言 令和４年６月 14 日 防災環境産業委員会

県立高等学校入学者選抜学力検査等の採点ミス事案に関する提言 令和３年６月 11 日 文教警察委員会

委員会 最終提言

交通政策・物流問題調査特別委員会 令 和 ６ 年 12 月

県有施設・県出資団体等調査特別委員会 令 和 ６ 年 10 月

誰もが輝く持続可能な茨城を担う人づくり調査特別委員会 令 和 ５ 年 12 月

予算・条例の修正事例
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　議会改革のとりくみ

　県民参画の推進

休日議会の開催休日議会の開催
　県民のみなさんに議会活動を身近なものとして感じてい
ただくため、令和３年から年に１回休日に議会を開催して
います。「県民参画」を趣旨とするものとしては、都道府県
議会として初の取り組みです。

県議会広報ポスター図案を学生・生徒から公募県議会広報ポスター図案を学生・生徒から公募
　若者をはじめとした県民に分かりやすく参加しやすい県
議会の環境づくりのため、県内の学生・生徒のみなさんを
対象に議会広報ポスターの図案を募集し、実際に採用して
います。広報ポスターは県関係機関や県内の大学・短期大学、
高等学校・中等教育学校、特別支援学校、市町村議会など
に配付しています。

大学との連携大学との連携
　県議会では、議会における政策立案機能の発揮や本県の将来を担う人材の育成などを
目的に、県内４大学・短期大学と相互連携・協力に関する包括協定を締結しています。
　大学での議長講演や出前委員会、議長との意見交換会の開催のほか、議会での学長講演、
調査特別委員会での学生との意見交換など、さかんに交流を行っています。

出前委員会出前委員会
　開かれた議会を目指し、平成 28 年から年１
回程度県内各地に出向いて常任委員会を行い、
県民のみなさんに審議の様子をご覧いただく
ほか、意見交換を行い、生の声を聴く機会を
設けています。
　近年では、県議会と包括協定を締結してい
る大学で出前委員会を実施しています。

県議会と包括協定を締結している大学

令和２年 茨城大学
令和３年 常磐大学・常磐短期大学
令和４年 流通経済大学
令和５年 茨城キリスト教大学

交通政策・物流問題調査特別委員会における
大学生との意見交換（令和 6 年）
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　ICT 化の推進

　その他

タブレット端末の活用タブレット端末の活用
　議会審議の充実や議会運営の効率化・活性化を図るため、令和２年第２回定例会からタブレット端
末を導入しています。併せて、クラウド型ファイル管理システムも導入することで、議案などの資料
をタブレット端末から簡単に閲覧できるようになり、ペーパーレス化も進んでいます。

議会運営上の諸課題に関する答申（令和 5 年議会運営委員会）議会運営上の諸課題に関する答申（令和 5 年議会運営委員会）
　議員提出議案の委員会付託等のあり方、議案などに対する質疑等のあり方、タブレット端末導入に
係る費用対効果などの検証および今後のさらなる活用方策、県民に分かりやすい・参加しやすい県議
会の環境づくりについて議長に答申しました。

オンライン委員会オンライン委員会
　感染症の蔓延防止や大規模な災害、育児・介護の事由により委員会への参集が困難な場合でも、オ
ンライン委員会を開催できるよう令和２年に委員会条例を改正しました。条例改正後はタブレット端
末やテレビ会議システム等を活用して委員会を開催しています。　

議案への質疑議案への質疑
　令和５年第３回定例会から、議案（議員提出議案および知事提出議案）に対して、当該定例会にお
いて代表もしくは一般質問・質疑の割り当てがなく、議案が付託される委員会にも所属していない会
派などでも、再質疑および答弁を含めて８分以内の質疑を行えるよう関係規定を整備しました。

傍聴のしおり・委員会資料のホームページ掲載傍聴のしおり・委員会資料のホームページ掲載
　傍聴のしおりは本会議の流れや質問者・質問内容を分かりやすくまとめた資料です。委員会資料は
議案や県の取り組みなどを分かりやすくまとめた、委員会審査でも利用される重要な資料です。本県
議会ではこれらの資料もホームページに掲載し、県民のみなさんにご覧いただけるようにしています。

議員のワークライフバランス（託児の利用など）議員のワークライフバランス（託児の利用など）
　県議会活動中の議員の子育てを支援することで、議員にとって活動しやすく、働きやすい県議会の
環境整備に資するため、令和５年第３回定例会から、県庁内保育園（ひより保育園）の一時預かりを
活用した託児サービスを開始しました。

業務継続計画（BCP)業務継続計画（BCP)
　重大な災害が発生した場合においても議会活動の継続を図るため、令和３年 12 月に、災害発生時
における議会業務を継続するための具体的計画を定め、議員の役割と対応を整理した茨城県議会業務
継続計画（議員ＢＣＰ）を策定しました。

議会改革度調査 2024　都道府県部門 ４年連続で第１位議会改革度調査 2024　都道府県部門 ４年連続で第１位
　早稲田大学デモクラシー創造研究所が実施する「地域経営のための議会改革度調査
2024」（令和７年４月発表）において、茨城県議会は 47 都道府県議会の中で４年連
続で第１位となりました。今回の結果を糧とし、今まで以上に県民のみなさんの声を
真摯に受け止め、地域の声を県政に反映し、県全体の発展につなげられるよう、引き
続き、公正・円滑な議会運営に努めてまいります。
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　県議会の広報

　議事堂見学　

　PR コーナーのご案内　

インターネットによる広報

広報紙などの発行

ホームページ
・議員名簿
・議会の審議情報
・議長の活動記録など
　https://www.pref.ibaraki.jp/gikai/

いばらき県議会だより
・年４回発行
・新聞折込で配布
・議会の審議情報などを掲載

議会中継
・本会議・予算特別委員会の生中継
　および録画中継
　https://ibaraki-pref.stream.
　jfit.co.jp/

声の県議会だより
・視覚障害を持つ方および県

内の特別養護老人ホームな
どの入所者に提供

・「いばらき県議会だより」の
内容を音声で収録

会議録検索
・本会議・委員会の会議録
　https://www.pref.ibaraki.
　dbsr.jp/

公式 X
・定例会・委員会の日程など
　https://x.com/ibarakikengikai

点字版県議会だより
・希望者に配布・貸与
・「声の県議会だより」と同じ
  内容の点字版

　見学可能場所　PR コーナー（１階）、大会議室（１階）、本会議場（５階）
　見学可能時間　９：00 ～ 17：00（土日祝日を除く）

団体（10 名以上）での見学をご希望の場合、職員が県議会議事堂をご案内いたします。所要時間はおおむね
30 分です。詳しくは総務課にお問い合わせください（事前申し込みが必要です）。

※定例会および臨時会の会期中の団体見学の案内は、原則お断りしておりますのでご了承ください。
※現在、議事堂の改修工事のため、見学を受け付けておりません。ご迷惑をおかけしますが、安全確保のため、

ご理解のほどお願い申し上げます。
　見学再開の時期は、決まり次第、ホームページによりご案内いたします。

議事堂 1 階の PR コーナーでは、県民のみなさん
に県議会への理解を深めていただくため、パネル
や歴史資料などを展示し、県議会のしくみや役割
を紹介しています。
また、大型モニターにより、本会議中継映像や県
議会の活動状況写真などがご覧になれます。

ラジオ広報
・議長インタビューや会派

代表座談会などを中心に
年２回程度放送



　議事堂について

　お問い合わせ

　茨城県議会議事堂は県庁舎の東側に隣接し、外壁は地場産品である花崗岩で造られて
います。また、議会活動以外にも、多くのテレビドラマや映画のロケ地として利用され
ています。

議事堂外観 本会議場 玄関ロビー（１階）

5
階

南棟：傍聴者席、傍聴者休憩ロビー
北棟：総務企画委員会室、防災環境産業委員会室、
　　　保健福祉医療委員会室、予算特別委員会室、
　　　決算特別委員会室

4
階

南棟：本会議場、執行部控室、記者控室
北棟：営業戦略農林水産委員会室、
　　　土木企業立地推進委員会室、文教警察委員会室、
　　　特別委員会室１・２、知事控室、出席説明者控室

3
階

南棟：議員面会室１～６
北棟：各会派議員室

2
階

南棟：玄関ロビー、議会事務局
アトリウム：議会ホール
北棟：議長室、副議長室、事務局長室、議会運営委員会室、
　　　秘書室、中・小会議室、県政記者控室

1
階 南棟：玄関ロビー、PRコーナー、議会図書室、大会議室

議事堂で議事堂で
撮影されました !撮影されました !

議事堂で議事堂で
撮影されました !撮影されました !

• 緊急取調室 THE FINAL
（映画）

• 能面検事
（テレビ東京）

• 新幹線大爆破
（Netflix 映画）

• 笑うマトリョーシカ
（TBS テレビ）

• 正体　	 （映画）

• 劇場版 君と世界が終
　わる日に FINAL	 ( 映画）

建物概要
　　鉄骨鉄筋コンクリート造　地上５階　塔屋１階
　　建築面積 4,400㎡　 延床面積 16,200㎡　高さ 39 ｍ
　　平成 10 年 12 月竣工　平成 11 年４月開庁

茨城県議会事務局
託児サービス、議事堂見学 … …………………………… 029-301-5613　総務課
会期、本会議、委員会、請願・陳情、傍聴 … ………… 029-301-5634　議事課
議員提案政策条例、議会改革、議会広報 … …………… 029-301-5646　政務調査課

〒 310-8555
水戸市笠原町 978 番 6

令和７年 11 月発行

議 事 堂 各 階 案 内


